
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
一
不
す
用
語
に
Jコ
い
て

一
、
問
題
の
説
明
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「
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
」
と
い
う
と
、
い
っ
た
い
何
事
か
と

思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

適
当
な
一
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
仕
方
な
く
こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
だ
が
’
そ

の
中
味
と
い
う
の
は
実
は
何
で
も
な
い
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
ま
ず
は
じ
め
に
一
つ
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
コ
一
代
実
録
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
八
月
七
日
条
に
散
位
従
四
位
上
文
室
朝
臣

巻
雄
の
卒
伝
が
あ
り
、
そ
こ
で
文
室
巻
雄
の
先
祖
が
文
室
真
人
で
あ
っ
た
の
が
、
や

が
て
三
諸
朝
臣
と
な
り
、
大
同
四
年
（
八

O
九
）
に
文
室
朝
臣
姓
を
賜
っ
た
と
い
う

歴
史
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
記
事
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

散
位
従
四
位
上
文
室
朝
臣
巻
雄
卒
、
巻
雄
者
、
右
京
人
、
中
納
言
従
三
位
綿
麻

目
之
第
九
子
也
、
先
祖
本
姓
文
室
真
人
、
中
間
為
三
諸
朝
臣
、
至
子
綿
麻
呂
、

大
同
四
年
、
賜
文
室
朝
臣
姓
也
、

こ
こ
で
「
中
間
」
と
い
う
の
は
、
も
と
文
室
真
人
で
あ
っ
た
の
が
、
三
諸
朝
臣
と

さ
れ
た
時
を
さ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
「
中
間
」
は
、
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分

を
い
う
「
中
間
」
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
当
た
り
前
だ
と
い
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、

そ
の
当
た
り
前
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
で
は
な
く
文
蜜
巻
雄

の
先
祖
の
姓
の
変
遷
と
い
う
主
題
に
お
い
て
使
わ
れ
た
「
中
間
」
を
、
特
定
主
題
の

第 4号史人

坂

本

賞

歴
史
変
化
時
期
の
用
法
と
呼
ん
で
区
別
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
用
法

を
「
特
定
主
題
の
用
法
」
と
略
記
す
る
。

日
本
史
時
代
区
分
で
の
「
中
間
」
は
「
な
か
ご
ろ
」
な
の
で
あ
る
が
、
大
陸
か
ら
文

字
が
伝
え
ら
れ
て
中
国
の
史
書
で
使
わ
れ
て
い
た
三
区
分
用
語
E
を
日
本
で
使
う
よ
う

に
な
る
と
、
日
本
在
来
の
「
な
か
ご
ろ
」
を
「
中
古
」
そ
れ
よ
り
以
前
を
「
上
古
」
と

記
す
よ
う
に
な
っ
て
、
以
後
な
が
く
日
本
史
時
代
区
分
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
。
と
こ

ろ
が
「
な
か
ご
ろ
」

H

「
中
間
」
が
特
定
主
題
の
用
法
で
も
使
わ
れ
る
と
、
「
中
古
」

や
「
中
代
」
な
ど
も
同
様
に
特
定
主
題
の
用
法
で
も
使
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
幕
末
・
明

治
年
間
に
は
「
中
世
」
が
特
定
主
題
の
用
法
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
E
o

右
に
は
一
つ
の
例
と
し
て
文
室
巻
雄
の
先
祖
の
姓
の
変
遷
史
を
あ
げ
た
の
だ
が
、
も

ち
ろ
ん
何
の
歴
史
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
あ
る
人
物
の
住
居
が
変
わ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
と
、
税
の
徴
収
方
式
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
主
題
は
何
で
あ
っ
て
も

か
ま
わ
な
い
の
で
、
身
近
な
小
さ
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
れ
を
歴
史
と

い
う
と
大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
な
ら
、
た
だ
の
移
り
変
わ
り
で
よ
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

A
と
い
う
主
題
で
い
う
「
中
間
」
は
、

B
と
い
う
主
題
で
い
う
「
中
間
」
と
は
何
の
関

係
も
な
い
別
物
で
あ
り
、

C
と
い
う
主
題
で
い
う
「
中
古
」
は
、

D
と
い
う
主
題
で
い

う
「
中
古
」
と
は
全
く
の
別
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
特
定
主
題
で

あ
る
A
・

B
・
C
－

D
で
使
わ
れ
た
「
中
間
」
や
「
中
古
」
は
、
日
本
史
全
体
で
い
う

「
中
間
」
・
「
中
古
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
全
く
の
別
物
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
で
と
り
あ

）
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げ
て
い
る
「
中
間
」
や
「
中
古
」
や
「
中
世
」
な
ど
の
用
語
が
、
日
本
史
全
体
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
特
定
の
主
題
の
変
遷
で
い
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
の
か
は
、
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

ず
こ
の
当
然
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
前
掲
の
文
室
巻
雄
の
記
事
は
、
は
じ
め

1
「
中
間
」

l
現
在
と
、
三
段

階
で
記
さ
れ
た
中
で
の
「
中
間
」
だ
っ
た
の
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
だ
が
、
実
は

特
定
主
題
の
用
法
で
、
三
段
階
を
み
な
記
し
て
い
る
中
で
使
わ
れ
て
い
る
事
例
と
い

う
の
は
ご
く
僅
か
し
か
な
い
。
そ
し
て
史
料
上
に
み
え
る
特
定
主
題
の
用
法
の
事
例

の
多
く
は
は
な
は
だ
勝
手
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
で
、
現
今
の
私
た
ち
は
迷
わ
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ご
く
普
通
の
も
の
な

の
で
あ
る
。

こ
の
特
定
主
題
の
用
法
は
す
で
に
は
や
く
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
（
六
四
五
）

の
記
事
に
み
ら
れ
る
の
だ
が
（
後
述
）
、
律
令
制
下
の
も
の
で
は
『
類
来
三
代
格
』
に

散
見
さ
れ
る
も
の
が
よ
い
事
例
で
あ
る
。
大
同
元
年
（
八

O
六
）
十
月
十
三
日
格
で

は
「
右
検
令
条
、
諸
氏
々
別
貢
女
、
皆
限
年
品
川
巳
下
十
三
巴
上
、
而
中
間
停
廃
、
略

J
’
引
un

コロ

無
遵
行
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
氏
女
の
制
が
「
中
間
」
に
行

わ
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
中
間
」
と
は
氏
女
の
制
が
行
わ
れ

な
く
な
っ
た
時
期
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
日
本
史
全
体
で
い
わ
れ
た
「
な
か
ご
ろ
」

と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
弘
仁
十
二
年
（
八
一
一
一
）
八
月
廿
二
日
格
で
は
「
承
前

之
例
、
大
神
宮
司
検
納
伊
勢
国
多
気
度
会
両
郡
神
田
租
、
及
七
処
神
戸
田
等
程
、
支

ヲ
カ
コ
ロ

用
祭
認
従
来
尚
、
中
間
国
司
預
以
検
納
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
中
間
」
も
前
々

か
ら
の
慣
例
に
反
し
て
国
司
が
検
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、

日
本
史
全
体
で
い
う
「
な
か
ご
ろ
」
と
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
。
同
様
な
用
法
の

「
中
間
」
が
天
長
元
年
（
八
二
四
）
九
月
二
日
格
や
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
三
月
十

日
格
な
ど
で
も
み
ら
れ
る
。
な
お
天
平
九
年
（
七
三
七
）
三
月
十
日
格
で
は
「
近
則

装
厳
天
朝
、
福
田
万
姓
、
遠
則
恒
転
法
輪
、
奉
資
輩
口
援
者
乎
、
亦
中
間
者
故
正
一
位

太
政
大
臣
藤
原
公
頻
割
取
財
貨
、
添
助
論
衆
、
迄
子
聖
代
、
皇
后
自
減
資
財
、
亦
増

論
衆
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
中
間
」
は
先
述
の
特
定
主
題
に
つ
い
て
の
三

段
階
記
述
の
「
中
間
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
（
六
四
五
）
七
月
下
卯
朔
戊
辰
条
の
「
始
我
遠
皇

複
之
世
、
以
百
済
圏
、
為
内
宮
家
、
響
如
三
絞
之
綱
、
中
間
以
任
那
園
、
属
賜
百

済
」
と
あ
る
「
中
間
」
も
、
百
済
国
関
係
史
と
い
う
特
定
主
題
に
お
い
て
任
那
国
を

百
済
国
に
属
賜
し
た
時
期
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
史
全
体
で
の
「
中

間
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
特
定
主
題
の
用
法
は
す
で
に
は
や
く
『
日
本
書
紀
』

大
化
元
年
条
で
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
特
定
主
題
の
用
法
の
「
中
古
」
も
『
続
日
本
紀
』
で
使
わ
れ
て
い
た
事
例
を

あ
げ
て
お
こ
う
。
養
老
三
年
（
七
一
九
）
十
月
辛
丑
条
に
「
詔
目
、
開
聞
巳
来
、
法

令
尚
央
、
君
臣
定
位
、
運
有
所
属
、
泊
予
中
古
、
雌
由
行
、
未
彰
綱
目
、
降
至
近
江

之
世
、
弛
張
悉
備
、
迄
於
藤
原
之
朝
、
頗
有
増
損
、
出
行
無
改
、
以
為
恒
法
」
と
あ

る
「
中
古
」
は
特
定
主
題
用
法
で
あ
る
。
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
十
一
月
甲
子
条
で

「
上
古
淳
朴
、
冬
穴
夏
巣
、
後
世
聖
人
、
代
以
宮
室
、
亦
有
京
師
、
帝
王
為
居
、

（
中
略
）
其
板
屋
草
合
、
中
古
遺
制
、
難
管
易
破
、
空
想
民
財
」
の
「
中
古
」
も
同

様
に
特
定
主
題
の
用
法
で
あ
る
。
摂
関
期
の
『
小
右
記
』
万
寿
元
年
（
一

O
二
四
）

二
月
十
六
日
条
の
「
今
朝
差
定
稲
荷
使
、
｛
目
々
司
検
前
例
皆
勤
御
幣
使
、
遠
則
常
行
、

中
古
為
保
、
近
亦
清
通
・
棟
政
・
高
速
等
也
」
は
、
特
定
主
題
を
三
段
階
で
記
述
し

た
「
中
古
」
の
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
『
玉
葉
』
に
も
い
く
つ
か
こ
の
特
定
主
題
の
用

法
で
「
中
古
以
来
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
『
玉
葉
』
に
は
延
喜
よ
り
前
を
「
上

古
」
延
喜
か
ら
後
を
「
中
古
」
と
し
た
全
国
史
時
代
区
分
の
も
の
も
あ
り
、
両
者
の

「
中
古
」
が
混
在
し
て
い
る
。

「
中
代
」
は
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
か
っ
た
三
区
分
用
語
だ
が
『
本
朝
文

粋
』
（
巻
五
）
為
清
慎
公
辞
右
大
臣
第
三
表
（
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
六
月
廿
八
日
）

に
「
臣
謹
検
家
譜
、
重
聞
故
老
、
先
功
之
後
、
判
州
以
来
、
（
後
略
ご
と
特
定
主
題

の
用
法
で
「
中
代
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
で
使
わ
れ
て
い
る
「
中
間
て
「
中
古
」
と

( 2 ) 
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同
じ
も
の
が
、
特
定
主
題
の
用
法
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
幕
末
か
ら
明

治
年
間
に
か
け
て
特
定
主
題
の
用
法
と
し
て
使
わ
れ
る
の
は
「
中
世
」
（
ち
ゅ
う
せ

い
）
に
特
化
し
、
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
用
語
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

註（
2
〉
拙
稿
で
は
そ
の
い
く
つ
か
を
例
示
し
た
が
、
日
本
で
西
欧
史
学
に
学
ん
で
本

格
的
な
綜
合
史
と
し
て
の
時
代
史
を
叙
述
し
は
じ
め
た
内
田
銀
蔵
『
日
本
近
世
史
』

に
お
い
て
も
「
徳
川
氏
の
中
世
」
と
記
し
、
ま
た
そ
の
内
田
銀
蔵
の
学
位
論
文
も

「
我
圏
中
古
の
瑳
回
収
授
法
及
近
時
ま
で
本
邦
中
所
々
に
存
在
せ
し
田
地
定
期
割
替

に
就
き
て
」
「
徳
川
時
代
特
に
其
中
世
以
後
に
於
け
る
外
国
金
銀
輸
入
」
で
あ
っ
て

Z
、

「
徳
川
時
代
特
に
其
中
世
以
後
」
と
い
う
特
定
主
題
の
用
法
の
「
中
世
」
（
ち
ゅ
う
せ

い
）
と
、
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
で
あ
る
「
中
古
」
と
が
並
ん
で
使
わ
れ
て
い
る

の
は
、
拙
稿
で
と
り
あ
げ
た
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
の
軍
人
勅
諭
に
お
け
る

「
な
か
っ
よ
」

H

「
中
古
」
と
「
ち
ゅ
う
せ
い
」

H

「
中
世
」
と
同
様
で
あ
っ
た
。

ま
た
原
勝
郎
『
日
本
中
世
史
Z
4
の
序
で
も
「
足
利
氏
中
世
以
後
の
群
雄
割
拠
の
時

代
」
と
あ
り
、
特
定
主
題
の
用
法
に
特
化
し
た
「
中
世
」
（
ち
ゅ
う
せ
い
）
が
使
わ
れ

て
い
る
。
『
歴
代
詔
勅
集
【

ι』
の
明
治
天
皇
か
ら
後
の
詔
勅
に
は
特
定
主
題
の
用
法
の

「
中
世
」
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
註
（
2
）
拙
稿
で
略
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は
一
八
三

二
年
（
天
保
三
）
に
他
界
し
た
頼
山
陽
の
遺
著
『
日
本
政
記

E
』
の
記
事
に
み
え
る

特
定
主
題
の
用
法
「
中
世
」
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『
日
本
政
記
』
で
は
論
賛
に
「
中
位
以
後
」
が
四
個
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
一
見
し

た
と
こ
ろ
み
な
九
世
紀
の
用
例
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
正
親
町
天
皇
の

記
事
の
部
分
に
、
伊
勢
内
宮
・
外
宮
の
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
「
既
中
世
不
挙
」
（
既
に

し
て
中
世
挙
せ
ず
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
中
世
」
と
い
う
の
は
両
宮
の
式
年

遷
宮
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
十
五

1
十
六
世
紀
の
百
数
十
年
間
を
い
う
の
で
あ
る
。
明

ら
か
に
こ
れ
は
特
定
主
題
の
歴
史
的
変
化
時
期
（
伊
勢
岡
宮
の
式
年
遷
宮
と
い
う
主

題
で
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
時
期
）
を
い
う
「
中
世
」
で
あ
る
。
そ
し
て
論

賛
の
四
個
の
「
中
世
以
後
」
を
み
て
も
、
孝
謙
称
徳
天
皇
の
も
の
は
藤
原
北
家
が
摂

政
・
関
白
を
狐
占
し
て
代
々
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
主

第4号史人

題
で
、
そ
の
「
中
世
以
後
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
の
も
の
は
君
主
が
官

位
で
臣
下
を
釣
り
臣
下
は
官
位
を
目
当
て
に
し
て
君
主
に
仕
え
る
風
潮
は
な
か
っ
た

と
い
う
主
題
で
、
「
中
世
以
後
」
そ
の
よ
う
な
風
潮
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
淳
和
天
皇
で
み
え
る
二
個
の
は
じ
め
の
も
の
は
、
も
と
も
と
公
卿
に
な
る
者

は
国
守
の
経
験
を
し
て
い
た
の
が
「
中
世
以
後
」
は
公
卿
は
門
地
を
誇
る
ば
か
り
で

国
守
を
下
視
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
も
の
は
国
守
と
は
も
と
も

と
禄
薄
く
任
が
重
い
も
の
だ
か
ら
君
主
は
法
律
以
外
で
優
遇
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
に
、
君
主
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
か
ら
「
中
世
以
後
」
食
守
が
常
に
多
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
共
に
特
定
主
題
の
用
法
な
の
で
あ
る
。
以

上
み
て
き
た
よ
う
に
『
日
本
政
記
』
の
「
中
世
」
「
中
世
以
後
」
は
す
べ
て
特
定
主
題

の
用
法
で
あ
っ
た
。

以
上
、
本
稿
の
題
名
で
い
う
「
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
」
の
意

味
を
そ
の
用
例
に
よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
の
だ
が
、
次
に
こ
の
特
定
主
題
の
用
法
に

つ
い
て
注
目
す
べ
き
著
書
が
江
戸
時
代
に
二
つ
あ
る
の
で
、
お
の
お
の
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
し
た
い
。

( 3) 

二
、
『
民
間
省
要
』
に
つ
い
て

じ
か
た

『
民
間
省
要
f
』
は
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
地
方
書
の
一
つ
で
あ
る
が
、
本
稿
主

題
の
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書
が
全
編
を
通
じ
て
特

定
主
題
の
用
法
を
基
本
と
す
る
記
述
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
主
題

の
用
法
は
、
一
般
に
は
部
分
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
日
本
史

全
体
の
時
代
区
分
を
採
っ
て
い
る
中
で
部
分
的
に
特
定
主
題
の
用
法
が
み
ら
れ
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
逆
で
、
特
定
主
題
の
用
法
が
基
本
で
あ
っ
て
、

部
分
的
に
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、

本
書
で
「
中
古
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
を
、
用
例
に
つ
い
て
み

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
用
例
を
み
て
い
く
と
、
本
書
で
は
「
中
古
」
が
特
定
主
題



特定主鱈の歴史変化を示す用語について（坂本）

の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
）
。
な
お

本
書
は
上
・
中
・
下
の
三
編
か
ら
成
り
、
各
編
は
巻
之
一
、
巻
之
二
・
・
・
・
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
「
上
巻
ご
「
下
巻
二
」
と
い
う
よ
う
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

ア
下
巻
一
の
冒
頭
に
「
中
古
よ
り
国
土
に
街
術
と
言
事
起
り
て
、
諸
道
の
妨
と
成
、

国
に
害
を
な
す
事
」
と
い
う
事
蓄
が
あ
り
、
そ
の
本
文
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。
「
開
国
の
君
智
仁
勇
兼
備
し
て
、
御
治
世
す
で
に
百
有
余
年
、
国
富
み
人
栄
へ
、

猶
万
歳
の
御
余
光
を
可
奉
仰
の
と
こ
ろ
に
、
四
民
安
楽
の
慾
に
、
い
つ
し
か
身
を
か

へ
り
み
る
こ
と
な
く
、
君
道
の
あ
り
が
た
き
を
忘
れ
て
人
々
身
に
者
り
、
悲
に
誇
り

て
、
三
十
年
巴
来
施
上
に
街
術
と
云
こ
と
を
言
出
し
（
中
略
）
、
こ
の
事
専
ら
元
禄
年

中
に
盛
に
し
て
、
世
の
忠
と
な
り
し
」
と
。
す
な
わ
ち
事
書
で
「
中
古
」
と
い
う
の

は
、
「
御
治
世
す
で
に
百
有
余
」
経
っ
た
享
保
六
年
〈
一
七
二
一
）
現
在
（
問
中
丘
隅

が
自
序
を
書
い
た
年
〉
か
ら
み
て
「
三
十
年
己
来
」
す
な
わ
ち
「
元
禄
年
中
」
か
ら
、

施
上
で
街
術
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
だ
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
中
古
」
と
は
「
元
禄
年
中
」
ご
ろ
を
い
う
の
で
あ
る
。

イ
下
巻
二
に
「
愛
に
東
照
神
君
専
ら
放
鷹
の
御
遊
を
好
せ
給
ひ
、
数
度
の
軍
戦
の

労
を
忘
れ
て
、
終
り
に
摂
州
大
坂
表
へ
の
御
出
陣
の
棚
も
、
道
々
御
鷹
箪
さ
せ
ら
れ

し
よ
り
（
中
略
）
、
段
々
に
し
て
中
古
の
君
の
御
代
に
成
、
此
事
の
業
の
み
に
し
御
成

御
出
馬
の
沙
汰
は
な
く
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
中
古
」
は
、
初
代
将
軍
家
康

か
ら
後
、
年
を
経
て
代
数
が
増
え
た
こ
ろ
の
将
軍
の
時
代
を
い
う
。

ウ
中
巻
三
に
「
寛
永
の
頃
は
、
往
還
の
潤
を
以
宿
々
富
盛
に
し
て
、
公
用
伝
馬
の

勤
め
軽
く
、
宿
々
互
に
栄
へ
た
り
し
、
御
代
長
久
に
随
ひ
、
段
々
上
の
御
威
光
さ
か

ん
に
、
公
用
も
年
々
費
重
く
成
て
、
い
つ
し
か
む
か
し
の
十
倍
二
十
倍
に
過
し
来
り
、

往
還
の
土
も
亦
夫
に
随
ひ
用
事
多
く
、
中
々
宿
々
の
人
馬
に
て
御
用
難
弁
（
中
略
）
、

次
第
に
そ
の
力
不
足
、
段
々
と
ふ
へ
、
中
古
定
助
の
名
分
て
、
」
と
あ
る
。
こ
こ
で

「
中
古
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
「
寛
永
の
頃
」
よ
り
後
で
あ
り
、
元
禄
七
年
の
助
郷

制
の
確
立
と
さ
れ
て
い
る
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

エ
上
巻
五
に
「
夫
れ
国
土
の
村
里
に
、
必
ず
散
在
野
稼
場
と
い
ふ
も
の
な
く
し
て

叶
は
ざ
る
物
な
り
、
或
は
畷
原
に
よ
り
山
林
を
抱
へ
て
、
馬
を
持
て
工
作
す
と
い
へ

ど
、
中
古
よ
り
段
々
と
田
地
に
成
り
、
次
第
に
国
々
の
稼
場
減
少
す
、
又
打
続
き
た

る
里
方
な
ど
に
は
稼
と
る
べ
き
所
な
く
、
皆
こ
や
し
を
賀
立
て
耕
作
す
る
な
れ
ば
、

次
第
に
干
鰯
油
粕
米
糠
醤
油
粕
な
ど
高
直
に
成
て
」
と
あ
る
。

以
上
ア

1
エ
は
、
本
書
で
「
中
古
」
が
ど
の
時
期
を
示
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的

に
記
し
て
い
る
も
の
を
列
挙
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
を
通
観
す
る
と
、
い
ず
れ
も
徳
川

幕
府
が
が
成
立
し
て
か
ら
後
ア

1
エ
そ
れ
ぞ
れ
が
主
題
と
す
る
事
柄
が
変
化
し
た
時

期
を
「
中
古
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
本
稿
題
名
の

「
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
」
の
事
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

あ
る
い
は
、
ア

1
エ
で
い
う
「
中
古
」
は
、
本
書
執
筆
当
時
の
享
保
時
点
か
ら
見

た
徳
川
幕
府
開
幕
以
来
の
全
体
的
変
化
時
期
と
み
な
さ
れ
て
い
た
元
禄
期
を
い
う
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
内
回
銀
蔵
は
明
治
年
間

か
ら
み
て
「
徳
川
氏
の
中
世
」
と
い
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
。
た
し
か
に
「
徳
川
氏

の
中
世
」
と
い
っ
た
よ
う
に
広
く
変
化
期
を
総
称
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、

そ
れ
も
特
定
主
題
の
用
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
特
定
主
題
の
用

法
の
内
部
に
立
入
る
の
は
控
え
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
本
書
の
中
に
は
、
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
の
意
味
で
記
さ
れ
た
「
中

古
」
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

オ
上
巻
七
に
「
和
朝
に
も
中
古
時
頼
公
の
藤
綱
を
挙
げ
用
ひ
給
ひ
し
例
あ
り
、
近

代
倭
国
に
て
小
き
孝
を
挙
げ
て
、
い
ま
だ
大
な
る
忠
士
を
挙
ぐ
る
事
を
不
レ
聞
」
と

あ
り
、カ

下
巻
三
に
「
和
朝
又
上
古
よ
り
此
禍
国
家
に
害
を
な
し
、
王
道
を
妨
る
事
多
し

と
い
へ
ど
（
中
略
）
、
中
古
よ
り
仏
法
盛
に
行
は
る
、
の
費
に
乗
て
」
と
あ
る
。

そ
し
て
本
書
に
も
、
江
戸
時
代
の
諸
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
の
歴
史
に
つ

い
て
勝
手
に
日
本
史
の
時
代
区
分
用
語
を
あ
て
は
め
て
、
秦
漢
帝
国
に
よ
る
天
下
統

一
か
ら
後
を
「
中
古
」
と
記
し
た
事
例
が
み
ら
れ
る
。
キ
下
巻
四
に
「
抑
三
塁
五
帝

の
如
き
神
人
は
、
評
論
す
る
に
不
及
、
中
古
の
君
に
至
て
は
、
唐
の
太
宗
、
後
漢
の

( 4) 



光
武
帝
、
宋
一
克
明
の
開
祖
杯
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
歴
史
に

勝
手
に
日
本
史
時
代
区
分
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
中
古
」
を
あ
て
は
め
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
『
民
間
省
要
』
に
お
い
て
も
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
用
語
が
使
わ
れ
て

い
た
一
つ
の
事
例
と
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
は
中
国

の
歴
史
に
勝
手
に
日
本
史
の
時
代
区
分
で
あ
る
「
中
古
」
や
「
上
古
」
を
あ
て
は
め

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
『
離
屋
学
訓
』
で
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

、
『
政
談
』
に
つ
い
て

2 0 1 2 

荻
生
祖
練
『
政
談
』
（
享
保
十
一
年
五
月
以
降
同
十
一
一
年
三
月
ま
で
の
問
の
成
立
正
｝
）

で
は
時
代
区
分
用
語
と
し
て
、
「
中
ご
ろ
」
が
散
見
さ
れ
る
中
で
「
中
古
」
が
一
個
、

ま
た
「
古
代
」
が
こ
個
、
「
古
の
代
」
が
一
個
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
「
古
代
」

と
「
中
頃
」
と
が
同
一
文
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
割
倒
は

禁
裡
も
そ
の
外
も
、
皆
家
を
作
り
切
に
し
て
、
聞
に
空
地
多
し
。
（
中
略
｝
判
制
よ
り

家
を
作
り
続
け
に
す
る
事
に
な
り
た
り
」
（
巻
四
二
六
八
頁
）
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
「
中
ご
ろ
」
は
ど
の
時
代
を
さ
す
の
か
と
み
て
い
く
と
、
（

a
）
日
本
史
全
体

時
代
区
分
の
意
味
の
も
の
と
、
（
b
）
徳
川
幕
府
が
成
立
し
て
か
ら
後
に
特
定
主
題
と

し
て
い
る
事
柄
が
変
化
し
た
時
期
を
意
味
す
る
者
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
a
）
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
を
い
う
用
例
と
し
て
は
、
「
斬
罪
と
い
う
事
、
律

ど
は
相
違
す
れ
ど
も
、
律
は
郡
県
の
治
め
な
り
。
当
時
は
封
建
の
代
に
て
、
武
家
の

治
め
な
れ
ば
、
先
規
の
知
く
斬
罪
も
っ
と
も
の
事
也
。
こ
の
事
制
司
引
よ
り
、
人
を

殺
す
を
不
仁
な
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
る
理
屈
は
や
り
て
」
（
巻
一
二
三
頁
）
や
、

「
中
ご
ろ
山
法
師
・
奈
良
法
師
・
根
来
法
師
の
類
、
太
万
を
は
き
、
甲
腎
を
帯
し
た

け
れ
ど
も
、
今
は
皆
誠
の
僧
と
な
れ
り
」
（
巻
一
四
五
頁
）
な
ど
な
ど
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
つ
だ
け
み
え
る

「
中
古
」
と
同
じ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
唯
一
つ
の
「
中
古
」
の
例
と
は

第 4号史人

「
徒
罪
は
三
代
の
古
も
、
異
国
の
後
代
も
、
日
本
の
古
も
こ
れ
あ
る
事
に
て
、
（
中

略
）
判
制
｛
ー
よ
り
戸
籍
の
法
・
度
牒
の
法
破
れ
て
、
こ
の
法
も
破
れ
た
り
と
見
え
た

り
」
（
巻
四
八
二

O
l
一
頁
）
で
あ
り
、
延
喜
以
降
を
「
中
古
」
と
し
、
「
中
ご
ろ
」

の
は
じ
め
と
す
る
王
朝
貴
族
社
会
の
時
代
区
分
概
念
を
い
う
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
あ

げ
た
同
じ
文
中
で
「
古
代
」
に
対
し
て
記
さ
れ
た
「
中
頃
よ
り
」
の
用
例
も
（

a
）
の

用
法
だ
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
古
代
」
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
と
と
り
あ
げ
る
。

（b
）
徳
川
幕
府
が
成
立
し
て
か
ら
後
に
特
定
主
題
が
変
化
し
た
時
期
を
示
す
用

例
は
、
た
と
え
ば
「
こ
れ
に
よ
り
て
昔
は
所
替
に
は
定
り
て
御
加
場
あ
り
、
中
頃
は

金
を
下
さ
る
。
近
年
は
そ
の
沙
汰
な
き
事
は
上
の
御
不
勝
手
ゆ
え
な
る
べ
し
」
（
巻
一

八
O
頁
）
や
、
「
元
は
御
連
枝
の
御
別
れ
な
れ
ど
も
、
代
久
し
く
隔
て
ば
、
上
の
御

気
遣
い
あ
る
べ
き
は
こ
の
御
方
々
息
。
判
闘
駿
河
と
甲
斐
と
を
御
一
所
に
進
ぜ
ら
れ

た
る
な
ど
も
、
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
国
分
け
也
」
（
巻
一
一
一
一
四
頁
）
や
「
上
よ
り
は

中
頃
の
御
触
の
趣
を
ば
用
い
ず
し
て
、
遠
き
数
十
年
巳
前
の
御
触
れ
を
取
出
し
て
」

（
巻
四
二
六
三
頁
）
な
ど
な
ど
が
あ
り
、
『
政
談
』
の
「
中
ご
ろ
」
の
用
例
の
約
七

割
は
（
b
）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
政
談
』
の
「
中
ご
ろ
」
の
（

a
）・（
b
）
と
い
う

の
は
、
前
節
で
み
た
『
民
間
省
要
』
の
「
中
古
」
の
ニ
つ
の
用
法
と
そ
っ
く
り
同
じ

で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
『
政
談
』
で
（
b
）
が
多
い
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
『
民

間
省
要
』
も
司
政
談
』
も
と
も
に
享
保
年
間
の
成
立
で
、
と
も
に
八
代
将
軍
吉
宗
に

献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
荻
生
但
僚
と
問
中
丘
隅
と
は
専
門
分
野
が
異
な
る

し
日
本
史
を
学
ん
だ
方
法
も
違
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
の
時
代
の
人
々
の
日

本
史
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
で
も
い
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
『
政
談
』
の
「
古
代
」
「
古
の
代
」
と
い
う
の
は
僅
か
に
三
偲
し
か
み
ら
れ
な

い
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
『
政
談
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
自
に
と
ま

る
の
は
「
日
本
の
古
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
た
と
え
ば
巻
一
の
三
八
頁
に
み
え
る

の
よ
う

「
日
本
の
古
」
は
「
日
本
に
て
は
令
の
面
分
明
白
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

「
日
本
の
古
も
関
所
国
々
に
あ
り
。
三
関
国
を
始
め
と
し
て
国
々
に
関
あ
る
故
」

( 5) 



特定主題の歴史変化を示す用穏について（坂本｝

（
四
二
頁
）
、
「
日
本
の
古
に
て
も
、
大
赦
は
め
で
た
き
時
節
に
行
わ
る
事
な
る
に
」

（
一
一
二
八
頁
）
、
「
故
に
日
本
の
古
、
四
道
の
傷
者
と
い
う
事
あ
り
て
、
第
一
紀
伝
道

と
い
う
は
」
以
下
、
明
経
道
・
明
法
道
・
算
法
を
あ
げ
て
い
る
（
三
四
八
頁
）
。
以
上

は
そ
の
数
例
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
『
政
談
』
で
い
う
「
日
本

の
古
」
と
は
、
た
だ
漠
然
と
昔
を
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
本
の
律
令
制
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
だ
「
古
」
と
記
す
だ
け
で
律
令
制
を
さ
し
た
も
の
も

い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
の
で
、
た
と
え
ば
「
古
は
そ
の
罪
人
の
古
郷
よ
り
遠
近
を
わ

け
で
、
遠
流
・
中
流
・
近
流
と
い
い
た
る
事
に
て
」
（
一
一
二
四
頁
）
、
「
古
に
勲
階
と

い
う
事
あ
り
。
勲
一
等
よ
り
勲
十
二
等
ま
で
」
（
一
六
五
頁
）
な
ど
。
も
ち
ろ
ん
『
政

談
』
の
「
古
」
が
す
べ
て
律
令
制
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
「
古
」
が
律
令
制
を
い

う
用
例
が
目
立
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
か
ら
『
政
談
』
で
「
古
代
」
が
二
個
、

「
古
の
代
」
が
一
個
み
え
る
の
も
、
「
日
本
の
古
」
と
閉
じ
「
古
」
の
用
例
の
一
つ
に

こ
だ
い

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
古
代
」
が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
古
の
代
」

（
一
六
六
頁
）
が
示
す
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
「
日
本
の
古
」
（
H
律
令
制
）
と
区
別
し
対
置
さ
れ
た
の
が
（

a
）

日
本
史
全
体
で
い
う
「
中
ご
ろ
」

H

「
中
古
」
で
あ
っ
た
。
『
政
談
』
に
記
さ
れ
て
い

る
「
中
ご
ろ
」
は
そ
の
約
七
割
が
（
b
〉
徳
川
幕
府
が
成
立
し
て
か
ら
後
の
特
定
主

題
の
事
柄
が
変
化
し
た
時
期
を
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
（
b
）
は

日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
と
は
全
く
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
政
談
』
も
『
民
間
省
要
』
と
同
様
に
、
徳
川
幕
府
が
成

立
し
て
か
ら
後
の
特
定
主
題
の
用
法
が
非
常
に
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。
徳
川
幕
府
の

時
代
を
日
本
史
の
流
れ
の
中
で
一
つ
の
時
代
と
み
る
こ
と
が
既
に
で
き
て
い
た
と
み

て
よ
い
と
患
わ
れ
る
。

四
．
『
厳
塵
学
制
』
に
つ
い
て

主
開
命
畑
町
供
。

鈴
木
眼
『
離
屋
学
訓
』

B
は
、
『
日
本
思
想
体
系
』
で
五
十
頁
足
ら
ず
の
も
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
史
の
時
代
区
分
と
い
う
テ
l
マ
か
ら
非
常
に
興
味
深
い
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
本
稿
主
題
の
特
定
主
題
の
用
法
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
は
じ
め
に
本
稿
の
主
題
か
ら
少
し
か
け
は
な

れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
を
御
諒
承
い
た
だ
き
た
い
。

う
い
や
ま
ぶ
み

『
離
屋
学
訓
』
の
中
で
「
師
ノ
著
述
初
山
踏
ニ
シ
ル
サ
レ
タ
ル
ガ
如
シ
」
と
か

「
我
師
ノ
玉
枠
百
首
ニ
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
鈴
木
は
本
居
宣
長
の
門
に
入
っ
て

い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
彼
は
本
書
で
師
宣
長
の
日
本
史
時
代
区
分
に
従
う
こ
と
な

く
、
世
間
一
般
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
日
本
史
時
代
区
分
を
本
書
に
明
示
し
た
。
そ

れ
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

サ
レ
パ
、
上
古
ノ
道
ア
リ
、
中
古
ノ
道
ア
リ
、
近
古
ノ
道
ア
リ
、
今
ノ
道
ア
リ
、

異
国
ノ
道
ア
リ
。
異
国
ト
ハ
、
カ
ラ
・
天
性
了
オ
ラ
ン
ダ
等
ヲ
ス
ベ
テ
イ
ウ
也
。
近

古
ト
ハ
、
鎌
倉
ヨ
リ
以
来
、
天
正
ノ
頃
迄
ヲ
イ
フ
。
中
古
ト
ハ
、
大
抵
欽
明
天
皇

ノ
御
時
ヨ
リ
、
平
相
国
ノ
執
政
ノ
時
迄
ヲ
云
、
上
古
ト
ハ
、
神
世
ヨ
リ
以
来
、
異
国

ノ
道
ノ
渡
リ
参
ラ
ヌ
程
、
渡
リ
参
リ
テ
モ
イ
マ
ダ
大
ニ
ハ
ピ
コ
ラ
ザ
ル
御
時
代
マ
デ

ヲ
云
。
上
古
ノ
道
ハ
古
書
ニ
ア
リ
、
中
古
近
古
ノ
道
ハ
、
各
ソ
ノ
時
代
ノ
書
ニ
ア
リ
。

今
ノ
道
ハ
今
ノ
世
中
ニ
ア
リ
、
異
国
ノ
道
ハ
、
各
異
国
ノ
書
ニ
ア
リ
。

こ
こ
で
一
言
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に

入
る
と
学
聞
が
広
汎
な
人
々
に
広
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
学
問
に
関
心
を
も
っ
人
そ

れ
ぞ
れ
の
理
解
を
主
張
す
る
気
風
が
あ
っ
た
の
で
、
日
本
史
時
代
区
分
に
つ
い
て
も
、

世
間
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
は
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
な

お
王
朝
時
代
の
日
本
史
時
代
区
分
を
守
っ
て
延
喜
か
ら
を
「
中
古
」
と
し
た
り
、

「
近
古
」
を
と
ら
な
い
者
も
あ
り
、
現
今
の
よ
う
な
標
準
的
な
理
解
が
普
及
し
て
い

る
イ
メ
ー
ジ
と
は
少
し
違
う
も
の
が
あ
っ
た
。
鈴
木
の
師
本
居
宣
長
は
基
本
的
に
は

王
朝
時
代
の
日
本
史
時
代
区
分
に
固
執
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
『
古
事
記
伝
』
で
は

「
中
昔
」
を
多
く
使
い
「
中
古
」
も
使
っ
た
が
、
そ
の
「
中
古
」
も
「
な
か
む
か

し
」
と
読
ん
で
い
て
「
中
昔
」
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
中
昔
」

H

「中

古
」
が
延
事
以
降
を
い
う
王
朝
貴
族
社
会
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
宣
長
の
二
十
歳

( 6) 
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台
の
著
作
か
ら
『
う
ひ
山
ふ
み
』
ま
で
一
貫
し
て
変
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
江
戸
時
代
の
日
本
史
関
係
文
献
の
代
表
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、
江
戸
時
代

に
世
間
一
般
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
多
少
と
も
異
る
我
流
の
も
の
が
散
見
さ
れ
る

が
、
い
ま
と
て
も
そ
の
よ
う
な
も
の
を
い
ち
い
ち
と
り
あ
げ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、

じ
か
た

こ
こ
で
江
戸
時
代
の
地
方
書
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
る
『
地
方
凡
例
録
』

5
か
ら
一

端
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
同
書
で
い
う
「
上
古
」
は
律
令
制
を
い
う
も
の
だ
が
、
「
中

古
」
は
律
令
制
が
変
化
し
た
あ
と
、
慶
長
よ
り
前
を
い
う
ら
し
く
、
天
正
・
文
禄
を

「
中
古
」
と
よ
ん
だ
個
所
も
み
ら
れ
る
。
世
間
一
般
で
は
「
近
古
」
と
い
っ
て
い
た

の
を
全
く
使
わ
ず
、
す
べ
て
「
中
古
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
問
書
に
は
「
古
代
」

が
散
見
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
、

4
自の
H

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
中
に
は
「
元

禄
年
中
」
の
も
の
か
と
い
っ
て
い
る
史
料
を
「
古
代
の
条
目
に
し
て
」
と
記
し
て
い

る
。
「
上
古
」
が
律
令
制
を
い
う
の
は
延
喜
で
区
切
っ
た
王
朝
貴
族
社
会
の
概
念
で
あ

り
、
「
中
古
」
を
江
戸
時
代
に
な
る
前
ま
で
を
い
っ
た
の
も
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

十
八
世
紀
末
の
寛
政
年
間
に
ほ
ぼ
成
っ
た
同
書
の
時
代
に
は
世
間
一
般
の
通
念
と
は

少
し
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
節
で
と
り
あ
げ
た
『
民
間
省
要
』
も
江
戸
時
代
の

じ
カ

t

地
方
書
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
は
享
保
六
年
（
一
七
二
二
の
成
立
だ
っ

た
が
特
定
主
題
の
用
法
を
基
本
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
こ
の
よ
う
に
多
少
と
も
自
己
流
の
時
代
区
分
を
持
つ
者
も
あ
っ
た

の
だ
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
標
準
的
と
い
え
る
よ
う
な
一
般
的
な
日
本
史
時
代
区

分
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
鈴
木
が
『
離
屋
学
訓
』
で
記
し
た
前
記
の
引
用
文

は
そ
の
標
準
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
年
聞
に
お
い
て
も
一
般
の
通

念
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
5
0

と
こ
ろ
で
『
離
屋
学
訓
』
か
ら
の
前
記
引
用
文
の
中
に
日
本
の
「
上
古
」
・
「
中

古
」
・
「
近
古
」
・
「
今
」
に
続
い
て
「
異
国
ノ
道
ア
リ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
異
国
の
場
合
を

あ
げ
て
い
た
。
で
は
そ
の
異
国
の
時
代
区
分
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
『
離
屋
学
訓
』
で
い
う
「
カ
ラ
」
「
モ
ロ
コ
シ
」
す
な
わ
ち
中
国
の

古
い
時
代
の
記
述
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

第4号史人

（A
〉
ソ
レ
ハ
漢
籍
論
語
ニ
出
テ
異
国
制
倒
ノ
事
ナ
ル
ヲ

（B
）
中
古
ノ
道
ハ
、
瀬
々
ニ
異
国
ノ
道
ワ
タ
リ
来
テ
入
マ
ジ
リ
テ
、
仏
法
行
ハ

レ
テ
神
祇
ノ
慰
霊
を
妨
ゲ
、
モ
ロ
コ
シ
ノ
制
度
ヲ
以
テ
、
上
古
ノ
風
ヲ
変
ゼ
ラ
レ
タ

リ
。
其
モ
ロ
コ
シ
ノ
モ
、
カ
ナ
タ
ノ

a
古
代
ノ
道
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
タ
ダ
b
中
世
秦
漢

以
後
ノ
郡
県
ノ
世
ノ
審
騨
多
事
ノ
風
也
。

（C
｝
漢
国
ノ
上
古
ノ
道
ノ
サ
マ
ハ
、
伝
記
ナ
ク
シ
テ
シ
リ
ガ
タ
シ
。
老
荘
ガ
徒
、

コ
レ
ヲ
称
セ
ル
モ
、
ミ
ナ
推
ハ
カ
リ
ノ
詞
ニ
シ
テ
、
サ
モ
ヤ
ト
思
ハ
ル
、
事
モ
ア
レ

ド
モ
、
又
信
用
ナ
リ
ガ
タ
キ
事
モ
ア
リ
。
ワ
ガ
上
古
ノ
委
シ
キ
伝
記
ヲ
見
テ
、
カ
ナ

タ
ヲ
モ
推
測
リ
テ
、
考
荘
ガ
調
ニ
ヒ
ガ
推
量
ア
ル
コ
ト
ヲ
察
知
ス
ベ
キ
也
。

そ
ロ
ヨ
シ

（A
）
と
（
B
）
の

a
で
は
漢
国
の
「
古
代
」
と
記
し
て
い
る
が
、
（
C
）
で
は

漢
国
の
「
上
古
」
と
記
し
て
い
る
。
で
は
こ
の
漢
国
の
「
古
代
」
と
「
上
古
」
と
で

は
ど
の
よ
う
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
じ
め
に
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
漢
国

の
歴
史
に
つ
い
て
「
上
古
」
と
か
「
古
代
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
の
は
日
本

人
が
勝
手
に
称
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
述
の
「
中
古
」
・
「
中
世
」

や
、
前
節
『
民
間
省
要
』
の
（
キ
）
の
「
中
古
」
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
わ
か
る
よ
う

に
、
江
戸
時
代
の
日
本
人
は
漢
国
の
歴
史
を
い
う
場
合
に
も
日
本
史
の
時
代
区
分
で

使
っ
て
い
た
「
上
古
」
や
「
中
古
」
を
適
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国

で
行
わ
れ
て
い
た
歴
史
記
述
で
、
日
本
史
の
「
上
古
」
・
「
中
古
」
の
よ
う
な
時
代
を

示
す
時
代
区
分
用
語
が
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
日
本
史
の
時
代
区
分
で
は
「
上
古
」
と
は
、
（
江
戸
時
代
に
一
般
に
行
わ

れ
て
い
た
用
法
で
は
）
大
陸
か
ら
文
字
が
伝
え
ら
れ
て
日
本
で
一
般
に
文
字
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
前
の
時
代
を
い
う
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
は
る
か
昔
か
ら
文
字
を
使

っ
て
い
た
中
国
に
「
上
古
」
を
使
う
と
な
る
と
、
中
国
で
い
う
「
上
古
」
と
は
ま
だ

文
字
に
よ
る
歴
史
が
な
か
っ
た
は
る
か
昔
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
（
C
）
の
「
上

古
」
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
中
国
で
文
字
を
使
っ
て

歴
史
を
記
し
は
じ
め
た
時
代
を
「
中
古
」
と
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
史
の
「
中

( 7 ) 
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古
」
は
律
令
国
家
成
立
か
ら
後
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
国
の
「
中
古
」
は
や
は

り
天
下
を
統
一
し
た
秦
漢
帝
国
の
出
現
か
ら
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
実
際
に
後

述
す
る
（
D
）
の
よ
う
に
「
漢
国
中
古
秦
漢
以
来
ノ
道
ハ
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
漢
国
の
歴
史
で
、
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
の
聞
の
文
字
で
歴
史
が
わ
か
る
な
が

い
問
、
は
何
と
よ
べ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
が
「
古
代
」
な
の
で
あ
っ
た
。
（
A
）
も

（B
）
も
、
（
秦
漢
帝
国
よ
り
前
の
〉
文
字
に
よ
っ
て
歴
史
が
わ
か
る
な
が
い
問
、
を

「
古
代
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
古
代
」
と
は
、
日
本
史
の
時
代
区
分
で
は
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
（
日
本
人
が
勝
手
に
使
っ
た
）
漢
国
の
歴
史
の
時
代
区
分
で

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

l
マ
な
ど
の
歴
史
で
も
「
古

代
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
日
本
史
の
時
代
区
分
で
は
使
わ
れ
る
は
ず
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
明
治
年
聞
に
は
日
本
史
で
「
古
代
」
と
い
う
称
が
使
わ
れ

た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
上
古
」
と
律
令
制
（
「
中
古
」
の
一
部
分
）
と
を
合
わ

せ
た
も
の
を
称
し
た
の
で
あ
っ
て
（
子
右
述
の
「
古
代
」
と
は
無
関
係
の
、
便
宜
的

な
称
で
あ
っ
た
。

次
に
同
じ
く
『
離
屋
学
訓
』
に
み
え
る
漢
国
の
歴
史
に
つ
い
て
の
「
中
古
」
と

「
中
世
」
と
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

（D
）
漢
国
中
古
秦
漢
以
来
ノ
道
ハ
、
カ
ナ
タ
ノ
歴
史
ニ
詳
也
。

（
E
）
漢
国
三
代
聖
人
ノ
道
ハ
、
カ
ノ
国
ニ
テ
ハ
、
万
世
コ
レ
ヲ
尊
崇
シ
テ
租
述

ス
ル
事
ニ
シ
、
此
方
ニ
一
一
テ
モ
、
中
古
以
来
、
大
学
寮
ニ
十
三
経
ヲ
ヲ
サ
メ
（
中

略
）
。
サ
レ
ド
モ
、
大
政
ニ
マ
ジ
へ
用
ヒ
ラ
ル
、
所
ハ
、
夕
、
ダ
カ
ノ
中
世
以
後
ノ
制
度

ニ
シ
テ
、
カ
ツ
テ
聖
人
ノ
道
ニ
ア
ラ
ズ
。

（B
）
の
b
「
中
世
秦
漢
以
後
ノ
郡
県
ノ
世
ノ
」

こ
の
中
で
（
D
）
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
日
本
人
が
勝
手
に
漢
国
の
歴
史
に
日
本

史
時
代
区
分
の
「
上
古
」
・
「
中
古
」
を
あ
て
は
め
て
使
っ
て
い
た
「
中
古
」
の
用
例

で
あ
る
。
で
は
（
E
）
や
（
B
）
の
b
の
「
中
世
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
（
E
）
も
（
B
）
の
b
も
そ
の

「
中
世
」
は
と
も
に
古
い
時
代
と
対
比
し
て
記
さ
れ
た
、
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
（
B
）
の
b
は
「
其
モ
ロ
コ
シ
ノ
モ
、
カ
ナ
タ
ノ
古
代
ノ
道
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
タ
マ

b
中
世
秦
漢
以
後
ノ
郡
県
ノ
世
ノ
者
蝶
多
事
ノ
風
也
」
と
い
う
論
旨
の
中
で
使
わ
れ

て
い
る
の
で
、
「
古
代
ノ
道
」
で
は
な
く
、
そ
れ
が
変
化
し
た
秦
漢
以
後
の
も
の
だ
、

と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
E
）
で
は
「
サ
レ
ド
モ
、
大
政
ニ
マ

ジ
へ
用
ヒ
ラ
ル
、
所
ハ
、
タ
JY
カ
ノ
中
位
以
後
ノ
制
度
ニ
シ
テ
、
カ
ツ
テ
聖
人
ノ
道

ニ
ア
ラ
ズ
」
（
日
本
が
受
容
し
た
の
は
、
漢
国
で
天
下
統
一
し
中
央
集
権
制
の
帝
国
と

な
っ
た
秦
漢
以
後
の
制
度
な
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
の
聖
人
が
説
い
た
道
で
は
な

い
）
と
い
っ
た
の
で
、
こ
の
「
中
世
」
と
は
ま
さ
に
（
「
カ
ツ
テ
聖
人
ノ
道
」
が
）
変

化
し
た
と
き
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
『
離
屋
学
訓
』
の
事
例
は
、
漢
国
の
歴
史
に
日
本
史
の
時
代
区
分

を
あ
て
は
め
た
中
で
、
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
と
し
て
「
中
世
」

を
使
っ
た
事
例
な
の
で
あ
る
。
『
離
屋
学
訓
』
は
一
八
一
四
年
（
文
化
十
一
年
）
刊
だ

が
、
そ
の
原
型
は
一
七
八
八
年
（
天
明
八
年
）
ご
ろ
と
い
う
（
目
。
こ
の
事
例
は
、
江

戸
時
代
も
十
九
世
紀
に
入
ろ
う
と
し
た
こ
ろ
に
は
特
定
主
題
の
用
法
が
「
中
世
」
に

特
定
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
特
定
さ

れ
た
「
中
世
」
と
い
う
用
語
が
、
幕
末
か
ら
明
治
年
聞
を
通
じ
て
一
般
に
広
く
使
わ

れ
て
い
っ
た
こ
と
は
註
（
2
）
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
定

主
題
の
用
法
の
「
中
世
」
が
頼
山
陽
の
遺
書
『
日
本
政
記
』
で
は
っ
き
り
み
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
本
稿
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』

で
は
「
中
世
」
を
「
な
か
っ
よ
」
日
「
中
古
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
中
で
、
た
だ

一
つ
だ
け
「
足
利
氏
刺
聞
に
至
っ
て
」
（
巻
之
七
足
利
氏
正
記
足
利
氏
上
）
と
特
定
主

題
の
用
法
の
「
中
世
」
が
み
ら
れ
た
。

幕
末
ご
ろ
に
特
定
主
題
の
用
法
が
「
中
世
」
に
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
詳
細

に
つ
い
て
は
今
後
然
る
べ
き
方
々
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

( 8) 
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特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
は
、
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
と
は
全

く
の
別
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
史
全
体
の
時
代
区
分
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

こ
の
特
定
主
題
の
用
法
の
も
の
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
本
稿
の
冒
頭
で
行
っ
た
よ
う
に
具
体
的
に
史
料
を
あ
げ
て
説
明
す
れ
ば

誰
で
も
わ
か
る
ご
く
当
り
前
の
こ
と
な
の
だ
が
。

い
ま
ま
で
、
明
治
年
閉
ま
で
存
在
し
て
い
た
日
本
史
の
時
代
区
分
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
一

九
五
四
年
に
出
さ
れ
た
こ
の
間
題
の
唯
一
の
本
格
的
論
文
で
あ
る
証
（
l
）
山
田
英
雄

論
文
も
、
続
編
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
今
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
私
た
ち
が
一
般

的
通
念
と
し
て
い
る
白
本
史
の
時
代
区
分
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
年
間
に
か
け
て

新
た
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
明
治
年
閉
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
古
く
か
ら
の
日

本
史
時
代
区
分
は
完
全
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
現
今
で
は
そ
れ
を
復
元
す
る
に
も

苦
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
様
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
一
つ
の
例
が
註
〈
3
）
に
記
し
た
内
田
銀
蔵
『
日
本
近
世

史
』
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
。
日
本
近
代
史
学
史
上
で
、
そ
れ
ま
で
の
政
権
交
替

興
亡
史
に
終
始
し
た
見
方
を
打
破
し
て
、
社
会
経
済
史
や
文
化
史
な
ど
を
合
わ
せ
た

綜
合
史
と
し
て
は
じ
め
て
時
代
史
を
叙
述
し
た
意
義
を
認
め
た
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
時
代
史
」
の
「
時
代
」
に
つ
い
て
は
何
故
か
一
度
も
と
り
あ

げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
現
在
私
た
ち
が
一
般
的
に
使
っ
て
い
る
古
代

l
中
世

｜
近
世
の
日
本
史
時
代
区
分
は
、
内
田
が
同
書
で
は
じ
め
て
提
唱
し
た
も
の
を
原
型

と
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
た
だ
し
内
田
が
そ
の
基
点
と
し
た
「
近
世
」
の
意
味
は
大

き
く
変
え
ら
れ
、
基
点
は
「
中
世
」
に
置
か
れ
る
な
ど
質
的
な
変
化
が
あ
り
、
ま
た

の
ち
に
「
近
代
」
が
で
き
た
て
こ
の
新
し
い
日
本
史
時
代
区
分
の
出
現
に
よ
っ
て
古

く
か
ら
の
日
本
史
時
代
区
分
は
跡
形
な
く
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
特
定
主
題
の
歴

史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
も
、
そ
れ
と
共
に
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

な
お
内
田
が
提
唱
し
た
「
中
世
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
史
時
代
区
分
で
は
全
く

み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
封
建
制
を
日
本
「
中
世
」
の
特
質
と
し
て
「
中

世
」
を
基
点
と
す
る
日
本
史
時
代
区
分
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
現
今
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
こ
の
こ
と
（
内
田
が
提
唱
し
た
「
中
世
」
が
そ
れ

ま
で
の
日
本
史
時
代
区
分
で
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
）
に
全

く
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
は
、
古
く
か
ら
「
中
古
」
を
「
な
か
っ
よ
」
（
「
中
世
」
）

と
記
す
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
本
稿
で
考
察
し
た
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す

用
法
で
江
戸
時
代
後
期
か
ら
「
中
世
」
が
使
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
今
の
「
中
世
」

は
古
く
か
ら
存
夜
し
て
い
た
も
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

註

（l
）
中
国
の
古
典
に
み
ら
れ
た
「
上
古
」
「
中
古
」
「
近
古
」
、
「
上
代
」
「
中
代
」
「
近

代
」
、
「
上
世
」
「
中
世
」
「
近
世
」
な
ど
。
山
田
英
雄
「
日
本
に
お
け
る
時
代
区
分

観
の
変
遷
l
平
安
時
代
ま
で

l
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
一
編
一
二
号
一
九
五
四

年
）
で
こ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
「
三
区
分
の
用
語
」
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ

ら
は
西
欧
史
学
の
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
・
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
・
ア
ン
テ
イ
ク
イ
テ
イ
の
三

分
法
と
は
質
的
に
異
な
り
、
三
区
分
用
語
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
特
定
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
、
年
が
経
っ
て
も
既
往
の
歴
史
を
三
つ
に
分
け
る
だ
け
で
あ
る
。

な
お
中
国
史
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
場
敏
一
「
中
国
古
来
の
三
区
分
法
」

（
『
中
世
史
講
座
』
一
学
生
社
一
九
八
二
年
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
世
」

第
一
節
）
を
参
照
。

〈2
）
拙
稿
「
軍
人
勅
論
の
「
な
か
っ
ょ
と
「
ち
ゅ
う
せ
い
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
五
一

号

二

O
一
一
年
）
。

（3
）
内
問
銀
蔵
の
学
位
論
文
は
、
内
田
殺
後
に
原
勝
郎
編
の
『
内
国
銀
蔵
遺
稿
全

集
』
（
全
五
巻
一
九
一
二
年
同
文
館
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
第
一
一
輯
・
第
二
輯

「
日
本
経
済
史
の
研
究
」
（
一
九
二
四
年
に
合
本
と
さ
れ
た
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
輯
「
国
史
総
論
及
日
本
近
世
史
」
に
『
日
本
近
世
史
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

( 9) 
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現
今
で
は
東
洋
文
庫
『
近
世
の
日
本
・
日
本
近
世
史
』
〈
平
凡
社
一
九
七
五
年
｝

が
入
手
し
や
す
い
。
な
お
東
洋
文
庫
の
同
書
は
原
本
の
陥
仮
名
遣
い
が
新
仮
名
遣
い

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（4
）
原
勝
郎
『
日
本
中
世
史
』
も
東
洋
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
平
凡
社
一
九

六
九
年
）
。

（5
｝
辻
養
之
助
監
修
森
末
義
彰
・
岡
山
泰
四
編
『
歴
代
詔
勅
集
』
（
目
黒
書
店
一

九
三
八
年
）
。

（6
）
『
日
本
思
想
大
系
頼
山
陽
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
七
年
）
。

｛7
｝
『
日
本
経
済
大
典
』
第
五
巻
（
史
誌
出
版
社
一
九
二
八
年
）
。

（8
）
岩
波
文
庫
『
政
談
』
（
註
達
也
校
注
一
九
八
七
年
）
の
「
解
説
」
に
よ
る
。
本

稿
の
『
政
談
』
の
引
用
文
は
右
の
岩
波
文
庫
本
に
擦
り
、
頁
数
も
記
し
て
お
い
た
。

（9
）
こ
の
「
中
古
」
は
、
雄
山
閣
文
庫
『
政
談
』
（
一
九
三
七
年
こ
の
雄
山
閣
文
庫

本
の
底
本
は
南
葵
文
庫
本
で
あ
る
）
で
は
「
中
興
よ
り
戸
籍
之
法
、
度
牒
之
法
破

れ
て
」
（
一
九
三
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
中
古
」
（
H
中
ご
ろ
）
が
「
中

興
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
一
例
で
あ
る
。
「
中
古
」
（
H
中
ご
ろ
）
を
「
中

興
」
と
記
し
た
こ
と
は
山
片
婚
桃
『
夢
の
代
』
に
い
く
つ
か
み
え
る
が
、
そ
の
一

つ
は
徳
川
時
代
の
中
ご
ろ
の
意
味
（
特
定
主
題
の
用
法
）
で
使
わ
れ
て
い
る
。

（
叩
）
『
日
本
思
想
大
系
国
学
運
動
の
思
想
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
一
年
）
。

（
日
）
『
日
本
経
済
大
典
』
第
四
三
巻
や
近
藤
出
版
社
刊
（
一
九
六
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
ロ
）
註
（
3
）
の
内
田
銀
蔵
遺
稿
集
に
収
め
ら
れ
た
内
田
の
い
く
つ
か
の
「
日
本
経
済

史
」
の
原
稿
に
は
「
日
本
歴
史
の
時
代
の
分
割
に
就
き
で
は
、
従
来
種
々
な
る

論
」
が
あ
る
が
「
最
も
普
通
に
行
は
る
、
区
分
」
と
し
て

上
古
国
家
の
創
建
よ
り
大
化
の
改
新
に
至
る
。

中
古
大
化
の
改
新
よ
り
平
安
時
代
の
末
に
至
る
。

近
古
鎌
倉
幕
府
の
創
立
よ
り
織
田
豊
臣
二
氏
の
時
代
に
至
る
。

近
世
即
ち
江
戸
時
代
。

現
代
即
ち
明
治
の
世
。

と
記
し
て
い
る
が
（
六
五
五
頁
）
、
悶
遺
稿
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
日
本
史
時
代
区

分
は
す
べ
て
右
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
｛
明
治
を
「
近
代
」
と
記
し
た
も
の
も
あ

る
）
。
こ
れ
は
基
本
的
に
『
離
屋
学
訓
』
の
時
代
区
分
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
世

間
一
般
の
通
念
と
い
え
る
日
本
史
時
代
区
分
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
日
）
註
（
3
）
の
内
田
遺
稿
集
『
日
本
経
済
史
の
研
究
』
に
は
内
国
の
「
日
本
古
代
の

通
貨
に
関
す
る
研
究
」
や
「
日
本
古
代
に
於
け
る
人
民
の
移
住
に
就
き
て
」
な
ど
、

「
日
本
古
代
」
と
称
し
た
も
の
が
み
え
る
が
、
後
者
の
文
中
に
「
我
が
国
上
古
及

中
古
の
時
代
に
於
け
る
人
民
移
住
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に

「
日
本
古
代
」
と
は
「
上
古
」
と
「
中
古
」
〈
「
中
古
」
の
律
令
制
時
代
の
部
分
で

あ
る
こ
と
は
記
述
内
容
か
ら
わ
か
る
）
と
を
合
わ
せ
た
も
の
を
い
う
便
宜
的
名
称

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
右
の
二
論
文
の
中
に
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
い
う
用
語
が

数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
「
日
本
古
代
」
と

称
し
た
の
は
内
田
だ
け
で
は
な
く
、
浜
田
健
次
郎
「
本
邦
古
代
通
貨
考
」
も
内
因

遺
稿
集
に
み
え
て
お
り
、
研
究
者
一
般
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

よ
う
に
「
上
古
」
と
律
令
制
部
分
の
「
中
古
」
と
を
合
わ
せ
て
「
古
代
」
と
よ
ん

だ
の
は
、
か
つ
て
王
朝
貴
族
社
会
で
延
喜
天
暦
を
境
と
し
て
「
中
古
」
と
「
上

古
」
と
を
分
け
た
そ
の
「
上
古
」
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
「
中

古
」
と
「
上
古
」
と
の
境
が
変
更
さ
れ
て
「
上
古
」
と
い
え
ば
日
本
で
律
令
制
が

形
成
さ
れ
る
よ
り
前
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
明
治
の
人
々
は
別
の
名

称
を
求
め
て
「
古
代
」
と
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
（
江
戸
時

代
で
い
う
）
「
上
古
」
と
律
令
制
部
分
の
「
中
古
」
と
を
合
わ
せ
た
時
代
を
考
え
よ

う
と
す
る
源
流
は
今
後
の
研
究
に
ま
つ
ほ
か
な
い
が
、
本
稿
で
前
述
し
た
荻
生
祖

棟
の
『
政
談
』
に
僅
か
に
み
ら
れ
た
「
古
代
」
が
「
古
の
代
」
で
日
本
の
律
令
制

を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
。
内
田
が
『
日
本
近
世
史
』
で
、

日
本
の
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
を
「
中
世
」
と
称
し
た
あ
と
、
日
本
の
ア
ン
テ
イ
ク
イ
テ

イ
に
付
け
る
名
称
に
困
っ
て
、
明
治
の
人
々
が
使
っ
て
い
た
「
古
代
」
を
拡
大
解

釈
さ
せ
て
日
本
の
ア
ン
テ
イ
ク
イ
テ
イ
の
和
訳
語
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

( 10) 
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西
欧
の
三
分
法
に
合
わ
せ
る
た
め
、
「
古
代
」
の
内
容
は
古
来
の
時
代
区
分
で
み
て

も
ら
え
ば
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
も
経
た
な
い
う
ち

に
日
本
人
の
脳
裏
か
ら
古
来
の
時
代
区
分
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
す
ら
消
え
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
古
代
」
の
内
部
区
分
と
し
て
奈
良
時
代
｜
平
安

時
代
と
い
う
用
語
が
現
れ
て
く
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
た
こ
ろ
に
は
「
武
家
之

世
」
を
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
（
や
が
て
戦
国
時
代
も
）
と
い
う
よ
う
に
政
権
の

所
在
地
で
示
す
時
代
区
分
が
現
れ
は
じ
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
太
宰
春
台
『
経
済

録
』
凡
例
に
み
え
る
よ
う
に
「
武
家
ノ
世
」
の
内
部
区
分
を
「
武
家
ノ
国
号
」
と

し
て
使
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
「
公
家
ノ
世
」
の
内
部
区
分
に
は
全
く
関
心
を
示

し
て
い
な
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
江
戸
時
代
の
国
学
者
の
文
で
は
し
ば
し
ば
H

奈
良

に
都
が
あ
っ
た
こ
ろ
u

と
い
う
意
味
の
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
や
が
て

「
武
家
ノ
国
号
」
で
あ
る
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
・
戦
国
時
代
の
前
に
奈
良
時
代

・
平
安
時
代
が
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
明
治
に

な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
資
料
に
詳
し
い
方
々
か
ら

の
御
教
示
を
期
待
し
た
い
。
が
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
と
い
う
の
は
「
公
家
ノ

世
」
の
内
部
を
た
だ
都
の
所
在
で
区
別
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
既
存
の
「
中

古
」
と
「
上
古
」
の
区
分
の
よ
う
な
時
代
像
に
よ
る
区
分
で
は
な
か
っ
た
。

（
凶
）
註
（
叩
）
三
六
一
頁
。

大
学
院
演
習

演
習
日

二
O
O四
年

四
月
一
六
日

四
月
二
三
日

四
月
三

O
日

五
月
七
日

五
月
一
四
日

五
月
二
一
日

五
月
二
八
日

六
月
一
一
日

六
月
二
五
日

七
月
二
日

七
月
二
三
日

『
小
右
記
』

講
読
担
当
者
一
覧
①

二
O
O四
年

1
二
O
O七
年

担

条

当

担
当
者

寛
弘
二
年
正
月
一
日
条

寛
弘
二
年
正
月
一
日
条

寛
弘
二
年
正
月
二
日
条

寛
弘
二
年
正
月
三
日

1
六
日
条

寛
弘
二
年
正
月
七
日
条

寛
弘
二
年
正
月
八
日

3
一
一
日
条

寛
弘
二
年
正
月
一
二
日

1
一
五
日
条

寛
弘
二
年
正
月
一
六
日
条

寛
弘
二
年
正
月
一
七
日

1
一
八
日
条

寛
弘
二
年
正
月
一
八
日
条

寛
弘
二
年
正
月
一
九
日

i
一
二
日
条

渡

辺

心

川
津
崇
志

山
崎
宣
弥

井

上

泰

斎
藤
拓
海

山
崎
宣
弥

井

上

泰

山
崎
宣
弥

井

上

泰

山
崎
宣
弥

山
崎
宣
弥

）
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